
 
１６０６ 輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税の手続 

 
 

関税及び消費税等を納付して輸入した品物で、国内において使用等される

ことなく、輸入時の性質、形状が変っていないものを再輸出する場合には、

その品物の輸入の許可の日から原則として 1年以内に輸出する場合に限り、

輸出する品物について輸入時に納付した関税等の払戻しを受けることがで

きる制度があります。 

再輸出時に関税等の払戻しを受けるためには、その品物の輸入に際して、

通常の輸入手続によるほか、「再輸出貨物確認申請書」２通（１通は、税関が

確認後、申請者に交付します。）を提出してください。 

再輸出する場合は、通常の輸出手続によるほか、輸入の許可書と「輸入時

と同一状態で再輸出される貨物の関税払戻し（減額）申請書」２通、輸入の

際確認を受けた「再輸出貨物確認申請書」を提出して払戻しの手続を行いま

す。 

なお、輸入する品物と再輸出する品物との同一性の確認は、品物に付され

た記号、番号等又はパッキングリスト等の関係書類の記載内容により行いま

すが、写真、カタログ等の資料の提出を求める場合もあります。 

また、上記の戻し税に関する一連の手続には、時間を要することがありま

すので、戻し税の手続を検討されている場合は、事前に税関までご相談くだ

さい。 

 
（関税定率法第１９条の３、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する

法律第１６条の３、地方税法第７２条の１０４） 
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